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はじめに

　

東京国際空港再拡張事業（以下「事業」という。）に係る環境監視に関しては、「東京国際空港再拡張事

業に係る環境影響評価書（以下「評価書」という。）」において、「本事業の実施においては、環境保全措置

を確実に実施するとともに、新設滑走路及び飛行場施設の工事中、存在・供用時において適切な環境監視

を実施し、環境の状況の把握と環境の保全に努める。」また、「関係自治体及び学識経験者等の意見を聴

きつつ、事業の実施段階に応じた調査方法、調査地点、調査頻度、調査期間等の環境監視内容を具体的

に定めた環境監視計画を策定する」と記載されている。

よって、先に策定した工事中の環境監視計画の内容等を踏まえ、「東京国際空港再拡張事業に係る環

境監視計画（存在・供用時）」をとりまとめた。
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第１章　環境監視についての基本的考え方

１－１ 環境監視の目的

１－２ 環境監視の位置づけ

１－３ 環境監視の基本方針

（１） 環境監視の基本方針

（２）  環境監視の項目等

（３） 環境監視の実施手順

   本事業の環境監視の実施手順は、次のとおりとする。

① 環境監視計画の策定

② 調査の実施

   環境監視項目について、調査を実施し、環境の状況の把握を行う。

③ データ収集・整理

   調査データについて、収集し、適切な整理を行う。

④ 環境監視結果の評価

   整理されたデータを基に、環境の状況及び事業の影響について評価する。

   本事業の供用にあたっては、環境の保全に十分に配慮していくため、事業者の責任において環境

監視を実施するものである。

   環境監視は、東京国際空港再拡張事業の供用に伴う環境の状況を把握し、環境管理目標等に照

らして、環境保全上の問題の有無を評価するとともに、必要に応じて適切な対策を講じる等、環境の

保全に努めることを目的とする。

   環境監視については、環境影響評価における環境影響評価項目を踏まえ、各調査項目の特

性及び発生負荷の状況に応じて適切な時期まで実施する。

   環境監視の実施にあたっては、関係自治体等が実施する調査との連携にも留意し、関係自治体

及び学識経験者等の意見を聴きつつ、行うこととする。

   また、環境監視計画及び環境監視結果については、東京都環境影響評価条例に規定されてい

る事後調査手続きに準拠して実施する。
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   関係自治体及び学識経験者等の意見を聴きつつ、事業の供用に応じた調査項目、調査地点、

調査頻度、調査期間等の内容を具体的に定めた環境監視計画を策定する。



⑤ 対策の検討・実施

⑥ 環境監視計画の見直し

   環境監視結果を踏まえ、適宜、環境監視計画の見直しを行う。

⑦ 環境監視結果の公表

   評価結果に基づき、事業による環境への影響が明らかな場合、適切な対策を検討し、実施す
る。

   環境監視結果については、事業者のホームページにおいて迅速に公表するとともに、環境監

視に係る調査報告書やリーフレット等を作成するなど、一般にわかりやすい方法で公表する。

   また、適宜、関係自治体への報告を行う。
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図1-3-1　　環境監視の実施手順
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第２章　事業概要

２－１　事業の名称及び種類

　名称　　　： 東京国際空港再拡張事業

　種類　　　： ①滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更

②公有水面の埋立て

２－２　事業の目的

２－３　事業の内容

地上6層7階建

項　　目

表2-3-1　　事業の概要

位置

約97ha

平成22年10月21日
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　東京国際空港再拡張事業にて、Ｄ滑走路及び国際線地区旅客ターミナルビル、貨物ターミナル、エ

プロン等の整備を実施した。

  事業の概要を表2-3-1に、事業の概要図を図2-3-1に示す。

地上5階建
固定スポット数10スポット、オープンスポット数10ス
ポット

貨物ターミナル
駐車場

管制塔

東京都大田区羽田空港及び地先公有水面

埋立面積
2,500m

上屋3棟

新設滑走路の長さ

　発着容量の制約の解消、多様な路線網の形成、多頻度化による利用者利便の向上を図るとともに、

将来の国内航空需要に対応した発着枠を確保しつつ国際定期便の受入を可能とするため、新たに4本

目の滑走路等を整備し、処理能力の増大を図る。

内　　　　容

1棟
供用開始

旅客ターミナルビル（供給処理施
設棟含む）



図2-3-1　　事業の概要図
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２－４　施設（新設滑走路）の構造
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Ａ-Ａ断面

　 新設する滑走路は、埋立・桟橋組合せ構造であり、埋立・桟橋組合せ構造は、多摩川の河川流の

通水性を確保するために、桟橋構造を組み合わせたものである。

   埋立部、桟橋部及び連絡誘道路部の配置を図2-3-1に示す。

(埋立部の構造）

   捨石式傾斜堤護岸は、必要に応じて堤体を消波ブロックで被覆し、消波機能を持たせるとともに耐

波性を向上させた構造である。

図 2-4-2　　埋立部の構造

図 2-4-1　　埋立部、桟橋部及び連絡誘導路部の配置

 

現空港

桟橋部

連絡誘導路部

埋立部

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｂ Ｂ
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（桟橋部の構造）

     多摩川の河積障害とならないような構造である。

（連絡誘導路部の構造）

     東京湾と多摩川の通水性、船舶の動線を考慮した桟橋構造と橋梁構造である。

Ｂ-Ｂ断面

図 2-4-3　　桟橋部構造

図 2-4-4　　連絡誘導路の構造

Ｃ-Ｃ断面
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２－５  航空輸送需要等の想定

　　航空旅客数、貨物取扱量及び離発着回数の輸送需要の想定は表 2-5-1に示すとおりである。

２－６  運航方式及び飛行経路等

  風向による出発・到着方向の割合は以下のとおりである。

（２）  運航方式

  着陸時の運航方式及び進入方式の割合は以下のとおりである。
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表 2-5-1　　航空輸送需要

視認進入方式によりＡ、Ｃ滑走路に進入

06:00～22時台

北風

国内航空旅客

(万人/年) (万人/年)

700

40%
ＲＮＡＶ／ＬＤＡ進入方式によりＤ滑走路に進入

3%
南風

50

精密進入方式によりＡ、Ｃ滑走路に進入

8,700

25%

ＬＤＡ進入方式によりＢ、Ｄ滑走路に進入

40.7万回／年

風向

風向

注 ： 離着陸回数は、利便時間帯(６時台～２２時台）の定期便の回数である。

35%

(定期便)（万t/年）

40%

進入方式時間帯

60%

（１）  運用比率

国際航空貨物国際航空旅客

南風

ＲＮＡＶ／ＩＬＳ進入方式によりＣ滑走路に進入

南風

運用比率

ＲＮＡＶ／ＩＬＳ進入方式によりＤ滑走路に進入

23:00～5時台

60%

離着陸回数

37%

北風

比率

北風

精密進入方式によりＢ、Ｄ滑走路に進入



（３）  飛行経路
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新滑走路供用後の航空機の標準的な飛行経路は図2-6-1、図2-6-2及び図2-6-3に示すとおり
である。なお、想定運用比率は、環境影響評価時の想定であり、実際の運航比率と若干の乖離
がある可能性がある。

　①　図2-6-1　（６時～２３時：北風時）
　　・網掛けは、レーダー誘導による標準的な飛行の範囲と流れを示すイメージだが、
　　　状況によっては当該範囲を超えて飛行する可能性がある。

　②　図2-6-2　（６時～２３時：南風時）
　　・網掛けは、レーダー誘導による標準的な飛行の範囲と流れを示すイメージだが、
　　　状況によっては当該範囲を超えて飛行する可能性がある。
　
　②　図2-6-3　（２３時～６時）
　　・原則として、陸域を飛行することとなる経路は設定しない。
　　・出発機は、図で示した経路を基本とするレーダー誘導による面的運用を行う。
　　・着陸ルートを、富津沖を通過し東京湾内を飛行する「海上ルート」とする。
　　・到着機は、富津岬までレーダー誘導による面的運用を行うが、当該面的運用により
　　　陸域上空を飛行する場合でも、6,000フィート以上の高度を確保する。

図 2-6-1　　新設滑走路供用後の飛行経路（６時～２３時：北風時）
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図 2-6-2　　新設滑走路供用後の飛行経路（６時～２３時：南風時）

図 2-6-3　　新設滑走路供用後の飛行経路（２３時～６時）



第３章　環境監視計画

３－１ 環境監視の項目・地域・期間

（１） 環境監視項目

（２） 環境監視の地域

　 環境監視の地域については、当該事業の影響が及ぶと考えられる範囲を基本とする。

（３） 環境監視の期間

３－２ 調査の考え方

（１） 調査項目

（２） 調査地点

（３） 調査頻度

（４） 調査の方法
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  調査の方法は、計測の確実性や迅速性を考慮して設定するとともに、各種法令やJIS等に規定さ

れているものについては、これらに準拠したものとする。

   調査項目の選定にあたっては、飛行場施設の存在・供用時、航空機の運航時において想定され

る発生源の状況並びに予測評価の結果を踏まえ、周辺環境の状況を的確に把握するために必要

な項目とする。 さらに、これらを解析する上で必要となる項目についても選定する。

   環境監視の期間は、原則として、各調査項目の特性及び発生負荷の状況に応じて適切な時期ま
でとする。

   調査頻度については、調査項目の季節変動等の特性、既往の監視事例を参考に予測される環

境負荷の発生状況及び環境影響評価における予測時期等を考慮して設定する。

   調査地点の設定については、地域の環境特性及び予測評価の結果を踏まえ、影響の程度が的

確に把握できるよう配慮し設定する。

   環境監視項目は、「大気質」、「騒音」、「低周波音」、「流況」、「水質」、「底質」、「海岸地形」、「動

物（水生、陸生）」、「植物（水生、陸生）」、「生態系」、「景観」、「人と自然との触れ合いの活動の

場」、「廃棄物等」、「温室効果ガス等」の14項目とする。



３－３  調査の概要

　　調査の概要は表3-3-1に示す。

調査項目 調査地点 調査頻度 備考
濃度 ①窒素酸化物、浮遊粒子状

物質は予測地域内の一般環
境大気測定局
②光化学オキシダントは広領
域（拡散・反応）内の一般環
境大気測定局

《予測条件項目》
気象の状況

広領域（拡散・反応）内の気
象官署

《予測条件項目》
空港関連発生源の状況(大気
汚染物質の排出量)

事業実施区域

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

濃度 供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年
年4回、各回7日間連続測定
（四季を基本とする）

《予測条件項目》
気象（風向・風速）

2地点
①大田区東糀谷
②大田区京浜島
  (以上、一般環境大気測定
局)

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年

《予測条件項目》
気象（日射量、放射収支量）

事業実施区域内1地点
 （東京航空地方気象台）

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

騒音レベル

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

時間帯補正等価騒音レベル
（Ｌden）

国土交通省の固定監視局
（12点）

航空機の運航による影響が
最も大きくなる時期（予測時
期）まで毎年計測

《予測条件項目》
機材別運航時間帯別離着陸
回数

－ 供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

表 3-3-1 (1)　　環境監視調査の概要

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年
年4回、各回平日、休日の各
1日（四季を基本とする）

大気質（道路沿道大気質）
・窒素酸化物（二酸化窒素）
・浮遊粒子状物質

《予測条件項目》
交通量（一般車両）

環境監視項目

3地点
①羽田五丁目3番
  （環状8号線）
②東海三丁目1番
  （国道357号・首都高速湾岸
線）
③羽田三丁目3番
　（弁天橋通り）

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）に年4回、
各回平日、休日の各1日（四
季を基本とする）

《予測条件項目》
交通量（一般車両）

大気質（一般環境大気質）
・窒素酸化物（二酸化窒素）
・浮遊粒子状物質
・光化学オキシダント

3地点
①羽田五丁目3番
  （環状8号線）
②東海三丁目1番
  （国道357号・首都高速湾岸
線）
③羽田三丁目3番
　（弁天橋通り）

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年

騒音（航空機騒音）

騒音
（道路交通騒音）
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調査項目 調査地点 調査頻度 備考
①航空機飛行時の低周波音
②エンジンランナップ時の低周
波音

①20地点(測点1～20)
②2地点（測点A～B）

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）及び時間
帯とし、1日とする。

《予測条件項目》
機材別運航状況、エンジンラン
ナップ実施状況

－ 予測に必要な時期

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

流向・流速 羽田周辺海域5地点 ・30昼夜連続観測
・年2回（夏季、冬季に実施す
る）

環境保全措置の実施状況 － 供用後適切な時期に必要に
応じて実施

水温、塩分、透明度、pH、濁
度、DO、クロロフィルa
＜現地調査（機器観測）＞

①新設滑走路直近1地点
②羽田周辺海域12地点
【調査層】
・表層より1m間隔で海底上
1mまで

①定点連続観測
　　　　　（pH、透明度を除く）
②年4回(四季に実施する)

水色、赤潮・青潮状況、底曳網
操業状況、大型船舶航行状
況、気象・海象、油膜等
＜現地調査（目視観察）＞

水質調査点（12地点）の周辺
海域

年4回（四季に実施する）

塩分、SS、VSS、ｐH、DO、
COD、n-ヘキサン抽出物質、
栄養塩類(T-N、T-P)、クロロ
フィルa、全亜鉛
＜室内分析（採水）＞

羽田周辺海域12地点
【調査層】
・表層(海面下0.5m)
・中層(海面下5m)
・底層（海底上1m）

年4回（四季に実施する）

COD、栄養塩類(T-N、T-P)
＜既存資料＞

環境基準点（公共用水域） 四季の観測結果を収集整理

健康項目（27項目）
＜室内分析（採水）＞

羽田周辺海域3地点
【調査層】
・表層(海面下0.5m)
・中層(海面下5m)
・底層（海底上1m）

年1回（夏季に実施する） ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含む。
なお、ﾌｯ素、ﾎｳ素に
ついては河川内1地
点のみで実施。

環境保全措置の実施状況 － 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

泥の外観、泥色、泥温、臭気、
外観、混入物の有無
＜現地調査（目視観察）＞

粒度組成、COD、強熱減量、
全硫化物、T-N、T-P
＜室内分析（採泥）＞

環境保全措置の実施状況 － 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

水深 羽田周辺海域21地点（底質
調査地点に同じ）

年4回（四季に実施する）

環境保全措置の実施状況 － 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

環境監視項目

水質

底質

表 3-3-1 (2)　　環境監視調査の概要

流況

海岸地形

年4回（四季に実施する）羽田周辺海域21地点
・表層泥

低周波音

水質

12



調査項目 調査地点 調査頻度 備考
水生動物
･動物プランクトン

種別個体数、湿重量 羽田周辺海域7地点
【調査層】
・表層：海面下0～3m
・中層：海面下3～6m
・底層：海面下6m～海底上
1m
(水深が浅い地点は適宜設定
する)

年4回（四季に実施する）

水生動物
･底生生物

種別個体数、湿重量 羽田周辺海域21地点 年4回(四季に実施する)

水生動物
･魚卵、稚仔魚

種別個体数 羽田周辺海域7地点
【調査層】
・表層：海面下0～3m
・中層：海面下3～6m

年8回
（遡上期:3～6月の各月、
 降海期：11～2月の各月）

水生動物
･魚介類

種別個体数 羽田周辺海域8地点
　・底曳網：3地点
　・刺網：3地点
　・投網：2地点

年4回(四季に実施する)

水生動物
･付着動物

種別個体数、湿重量 羽田周辺海域1地点 年4回(四季に実施する)

陸生動物
･鳥類

生息種、個体数、行動特性、
移動状況等

羽田周辺5地点 ・年4回(春の渡り、繁殖期、
　　秋の渡り、越冬期を基本
　　とする)
・24時間観測

羽田空港及び周辺地域での航
空機と鳥類との衝突状況等

①羽田空港内及び航空機の
   進入・上昇経路上（航空機
   と鳥類の衝突高度）
②羽田空港内（航空機と衝突
   する鳥類の種と個体数）

供用開始時、空港の運用状
況の変化時及び航空機の運
航による影響が最も大きくな
る時期（予測時期）の1年（既
往調査の収集整理を基本と
する）

－ 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

水生植物
･植物プランクトン

種別個体数、湿重量 羽田周辺海域7地点
【調査層】
・表層：海面下0.5m
・中層：海面下5m
・底層：海底上1m

年4回(四季に実施する)

水生植物
･付着植物

種別個体数、湿重量 羽田周辺海域1地点 年4回(四季に実施する)

陸生植物
･塩沼植物群落
等

生育種の確認 多摩川河口干潟 年3回（春季、夏季、秋季に実
施する）

－ 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

多摩川河口干潟
生態系調査
（水質､底質、地
形、水生動物、陸
生動物、陸生植
物等）

生息場の状況（水質、底質、地
形の状況）、種別個体数、細胞
数、湿重量、種の確認等（陸生
植物については塩沼植物群落
等の調査に兼ねる）

多摩川河口干潟 年4回（四季を基本として実施
する。ただし、陸生動物、陸
生植物は春季、夏季、秋季
の三季に実施する。）

－ 供用後の適切な時期に必要
に応じて実施

動物

環境保全措置の実施状況

表 3-3-1 (3)　  環境監視調査の概要
環境監視項目

生態系

環境保全措置の実施状況

環境保全措置の実施状況

植物

動物
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調査項目 調査地点 調査頻度 備考
水温、塩分、透明度、pH、濁
度、DO、クロロフィルa
＜現地調査（機器観測）＞

桟橋構造部3地点
・鉛直測定

塩分、SS、VSS、ｐH、DO、
COD、n-ヘキサン抽出物質、
栄養塩類(T-N、T-P)、クロロ
フィルa
＜室内分析（採水）＞

桟橋構造部3地点
【調査層】
・表層（海面下0.5m）
・中層（全水深の1/2）
・底層（海底上1m）

泥の外観、泥色、泥温、臭気、
外観、混入物の有無
＜現地調査（目視観察）＞

粒度組成、COD、強熱減量、
全硫化物、T-N、T-P
＜室内分析（採泥）＞

生息・生育状況
（写真撮影・ﾋﾞﾃﾞｵ撮影）

桟橋構造部鋼管杭3本
【調査層】
・表層（海面下0.5m）
・中層（全水深の1/2）
・底層（海底上1m）

杭周辺海底面の状
況把握を含む。

堆積状況
（目視確認）

桟橋構造部鋼管杭直下3地
点

照度 水中照度（機器観測） 桟橋構造部3地点
【調査層】
・表層（海面下0.5m）
・中層（全水深の1/2）
・底層（海底上1m）

年1回（初年度のみ）

眺望景観 羽田周辺の主要眺望点9点
（環境影響評価実施時の予
測地点）

飛行場施設の完成後に1回
実施
（眺望が良くなる秋季、冬季
のいずれかに実施する）

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

施設の状況（景観変化、騒音
の状況、水域施設の変化等）

利用者の状況

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

一般廃棄物量、産業廃棄物量

《予測条件項目》
刈草の場内焼却量と場外焼却
量の比率、資源ごみ回収率、
粗大ごみ回収率･再利用率、
産業廃棄物回収率

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

二酸化炭素、メタン、一酸化二
窒素の排出量

《予測条件項目》
航空機の活動量、空港サービ
ス車両の活動量、空港施設の
活動量、空港内走行車両の活
動量、空港関連船舶の活動量

環境保全措置の実施状況 － 必要に応じて実施

年4回（四季に実施する）底質

年4回(四季に実施する)
環境監視項目

表 3-3-1 (4)　　環境監視調査の概要

桟橋構造鋼管杭直下3地点
・表層泥

水質

景観

年4回（四季に実施する）

温室効果ガス等 飛行場施設及び航空機
（排出業者への聞き取り）

飛行場施設及び航空機
（排出業者への聞き取り）

暗環境

付着生物

人と自然との触れ合いの活
動の場

廃棄物等

飛行場施設が完成し、航空
機の運航による影響が最も
大きくなる時期に年2回実施
（調査対象の利用状況が最も
多くなる春季から秋季に実施
する）

羽田周辺5点（地区）
（浮島つり園・浮島町公園、
多摩川河口、城南島海浜公
園、若洲海浜公園、葛西海
浜公園の5地区とする）

飛行場施設の利用が最も大
きくなる時期（予測時期）の1
年間

飛行場施設の利用が最も大
きくなる時期（予測時期）の1
年間
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３－４ 評価・解析と対策
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二酸化窒素

騒音

大気質

道路交通騒音

光化学オキシダント
「大気汚染に係る環境基準（昭和48年5月環境庁告示第25号）」の達成
と維持に支障を及ぼさないこと。
（1時間値が0.06ppm以下）

航空機騒音

　 低周波音

「二酸化窒素に係る環境基準（昭和53年7月環境庁告示第38号）」の達
成と維持に支障を及ぼさないこと。
（1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそ
れ以下）

環境管理目標

   環境監視調査の結果については、表 3-4-1に示す環境管理目標との比較検討及び環境保全措置

の実施状況の確認により環境保全上の問題の有無について評価を行う。

   この結果、飛行場施設の存在及び供用、航空機の運航等に起因して環境保全上問題があると認め

られる場合には、適切な対策を講じる。

表 3-4-1(1)　　環境監視項目における環境管理目標

監視項目

環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して、著しく予
測値を上回らないこと

「航空機騒音に係る環境基準についての一部改正（平成19年12月環
境省告示第114号）」の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
【地域類型Ⅰ(大田区、品川区の一部、千葉県木更津市、君津市の一
部）：Lden57dB以下）

地域類型Ⅱ(大田区、品川区の一部、千葉県木更津市、君津市の一
部、それぞれ地域類型Ⅰの区域を除く）：Lden62dB以下）

地域類型指定なし(川崎市川崎区、江東区、江戸川区、千葉県木更津
市、君津市を除く各関係市)：Lden57dB以下（地域の類型が指定されて

いない場合、基準値はないが、専ら住居の用に供されている地域につ
いて地域類型Ⅰ相当の値で設定）】

「騒音に係る環境基準（平成10年9月環境庁告示第64号）」の達成と維
持に支障を及ぼさないこと。
【幹線交通を担う道路に近接する空間（羽田五丁目3番(環状8号線)及
び東海三丁目1番(国道357号･首都高速湾岸線)）：昼間(6～22時)
70dB以下、夜間(22～6時) 65dB以下）
羽田三丁目3番(弁天橋通り：昼間(6～22時) 65dB以下、夜間(22～6時)
60dB以下】

浮遊粒子状物質

「大気質汚染に係る環境基準（昭和48年5月環境庁告示第25号）」の達
成と維持に支障を及ぼさないこと。
（1時間値の1日平均値が0.10㎎/㎥以下であり、かつ、1時間値が0.20
㎎/㎥以下）



なお、現況において環境基準等が達成されていない項目については、本事業による影響を低減するよ
う努める。

環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化がみ
られないこと

底質
環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化がみ
られないこと

・環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して著しい変
化がみられないこと
・環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化が
みられないこと

海岸地形
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環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して、著しく予
測値を上回らないこと

動物、植物、生態系、暗環境

環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して、著しく予
測値を上回らないこと

温室効果ガス等

人と自然との触れ合いの活動の場
環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化が見
られないこと

景観
環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して著しい変
化が見られないこと

廃棄物等

表 3-4-1(2)　　環境監視項目における環境管理目標

監視項目 環境管理目標

流況

・環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して著しい変
化がみられないこと
・環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化が
みられないこと

・「水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）」
の達成と維持に支障を及ぼさないこと
・環境影響評価実施時の存在・供用時の予測結果と比較して著しい変
化がみられないこと
・環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化が
みられないこと

pH、DO、n-ヘキサン抽出
物質、全亜鉛、健康項目等

・環境影響評価実施時の現況把握調査結果と比較して著しい変化が
みられないこと
・健康項目、全亜鉛については「水質汚濁に係る環境基準について（昭
和46年環境庁告示第59号）」の達成と維持に支障を及ぼさないこと

水質

COD、T-N、T-P



第４章　事後調査計画

４－１  事後調査の項目・地域・期間

（１）  事後調査の項目

（２）  事後調査の地域

（３）  事後調査の期間

４－２  調査の考え方

（１）  調査項目

（２）  調査地点

（３）  調査頻度

（４）  調査の方法

   調査の方法は、電波強度測定器及びモニターを搭載した電波障害測定車両に受信アンテナを設

置し、航空機の飛行による電波障害の状況を測定する。
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　 調査項目の選定にあたっては、飛行場施設の存在及び供用、航空機の運航時において想定さ

れる発生源の状況並びに予測評価の結果を踏まえ、電波障害の状況を的確に把握するために必

要な項目とする。 さらに、これらを解析する上で必要となる項目についても選定する。

 　事後調査の地域については、当該事業の影響が及ぶと予想される範囲を基本とする。

   事後調査の期間は、地上波アナログ放送停波までとする。

 　事後調査は、「電波障害」の1項目とする。

   調査頻度については、調査項目の季節変動等の特性、既往の監視事例を参考に予測される環

境負荷の発生状況及び環境影響評価における予測時期等を考慮して設定する。

   調査地点の設定については、電波の伝搬の特性及び予測評価の結果を踏まえ、影響の程度が

的確に把握できるよう配慮し設定する。



４－３ 　調査の概要

※ 便数により調査時間を変更する事がある。

４－４ 　評価・解析と対策
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－

    事後調査の結果については、表 4-4-1に示す環境管理目標との比較検討及び環境保全措置の

実施状況の確認により環境保全上の問題の有無について評価を行う。

    この結果、飛行場施設の存在及び供用、航空機の運航等に起因して環境保全上問題があると認

められる場合には、適切な対策を講じる。

表 4-4-1　　環境管理目標

環境管理目標

調査地点 調査頻度

調査項目

電波障害

調査項目

供用開始後において（かつ地
上波アナログ放送停波前）、
調査地域における障害の発
生が想定される飛行経路の
使用の多い時期とし、測定時
間は、1地点あたり3時間(※
10数機)程度とし、近接3地点
を1地域とする場合は、1地域
1日とする。

フラッター障害

必要に応じて実施

《予測条件項目》
送信所の諸元、受信電界強
度、機材別運航情報

20地域、46地点
（各季節における主要な飛行
経路を考慮し、調査地点を選
定する）

環境保全措置の実施状況

環境監視項目

表 4-3-1　　事後調査の概要

備考

－

   事後調査の概要を表 4-3-1に示す。

電波障害
（アナログ波）

フラッター障害評価値が2以下にならないこと。



[資料]　調査地点配置図
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大気質（一般環境大気質）の調査領域

広領域（拡散・反応）226 × 231km

気象、光化学オキシダントの調査領域

予測地域　30 × 40km

窒素酸化物、浮遊粒子状物質の調査領域

気象、光化学オキシダントの調査領域

広領域（拡散・反応）226×231㎞

窒素酸化物、浮遊粒子状物質の調査領域

予測地域 30×40㎞

気象、光化学オキシダントの調査領域 
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大気質（一般環境大気質）の調査領域（事業実施区域周辺）

●濃度（一般環境大気測定局） 

■東京航空地方気象台 
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大気質（道路沿道大気質）、騒音（道路交通騒音）の調査地点
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大気質（道路沿道大気質）の調査地点（気象）

●予測条件項目（気象：風向・風速） 

  ①大田区東糀谷（一般環境大気測定局） 

  ②大田区京浜島（一般環境大気測定局） 

■予測条件項目（気象：日照量・放射収支量） 

  東京航空地方気象台 

■東京航空地方気象台 

● 
① 

② ● 
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騒音（航空機騒音）の調査地点

羽田 

江戸川 

浦安 

市川 小室 

東船橋 

大宮 

大巌寺 

本町 

木更津 

君津 
富津 

〈 監視調査 （ 航空機騒音 ） 〉 
 
 ● ： 航空機騒音（１２点） 

凡例 

： 事業実施区域 
0        10         20                   40 

km 

横浜市 

川崎市 

横須賀市 

富津市 

君津市 

木更津市 

千葉市 

船橋市 

市川市 

羽田空港 

神奈川県 

東京都 

千葉県 

市原市 

大田区 

江戸川区 

浦安市 
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低周波音の現地調査地点
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流況調査地点

：

凡例

森ヶ崎の鼻

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

葛西沖人工渚

城南大橋 St.18

0 1 2 3 4 5
km

羽田空港

St.4

St.D

St.3

St.1'

St.Y

＜流況監視調査＞

：定点観測（5地点：St.1'､3､4､D､Y）

： 事業実施区域
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水質調査地点（現地調査）

St.31

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

大師橋

三枚洲

葛西沖人工渚

城南大橋

森ヶ崎の鼻

St.18

凡例

0 1 2 3 4 5
km

St.②

St.④

St.①

St.5

St.8

St.10

St.12

St.18

St.25

St.22

St.19

St.15

St.Y’

＜水質監視調査＞

：定点観測（目視・機器・採水調査）
　（12地点：St.5､8､10､12､15､18､19､22､25､①､②､④）
　※健康項目はSt.10､18､②の3地点で実施

：常時観測（1地点：St.Y'）

事業実施区域
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水質調査地点（既存資料調査）

凡例

＜水質監視調査（既存資料調査）＞

：公共用水域水質調査　環境基準点（東京都、神奈川県、千葉県）

St.31

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

大師橋

三枚洲

葛西沖人工渚

城南大橋

森ヶ崎の鼻

St.18

0 1 2 3 4 5
km

St.②

St.④

St.①

St.5

St.8

St.10

St.12

St.18

St.25

St.22

St.19

St.15

St.Y’

St.8
(東京都) 東京湾1

(千葉県)

東京湾8
(千葉県)

St.22
(東京都)

St.25(東京都)

St.11
(東京都)

St.23(東京都)

St.35
(東京都)

浮島沖
(神奈川県)

東京湾13
(千葉県)東扇島沖

(神奈川県)

扇島沖
(神奈川県)

東扇島防波堤西
(神奈川県)

大師橋
（神奈川県）

St.5
(東京都) St.6

(東京都)

京浜運河千鳥町
(神奈川県)

京浜運河扇町
(神奈川県)

：現地調査地点（存在・供用時環境監視調査）

事業実施区域

28



底質及び海岸地形調査地点

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

0 1 2 3 4 5
km

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

三枚洲

葛西沖人工渚

城南大橋

森ヶ崎の鼻

凡例 ：目視・採泥調査（21地点：St.5､6､8､9､10､12､15､16､18､19､21､22､25､Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　①､②､④､⑧､⑨､⑩､⑪）

＜底質・海岸地形監視調査＞

St.②

St.④

St.①

St.5

St.6

St.8

St.9

St.10

St.12

St.16

St.18

St.⑧

St.⑪
St.⑩

St.⑨

St.Ⅱ

St.25

St.22

St.21

St.19

St.15

事業実施区域
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動物プランクトン調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

三枚洲

葛西沖人工渚

凡例

0 1 2 3 4 5
km

：採取調査（7地点：St.5､16､18､19､25､②､④）

＜水生動物（動物プランクトン）監視調査＞

St.②

St.④

St.5

St.16

St.18

St.25

St.19

： 事業実施区域
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底生生物調査地点

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

0 1 2 3 4 5
km

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

三枚洲

葛西沖人工渚

城南大橋

森ヶ崎の鼻

凡例 ：採取調査（21地点：St.5､6､8､9､10､12､15､16､18､19､21､22､25､Ⅱ
　　　　　　　　　　①､②､④､⑧､⑨､⑩､⑪）

＜水生動物（底生生物）監視調査＞

St.②

St.④

St.①

St.5

St.6

St.8

St.9

St.10

St.12

St.16

St.18

St.⑧

St.⑪
St.⑩

St.⑨

St.Ⅱ

St.25

St.22

St.21

St.19

St.15

事業実施区域
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魚卵・稚仔魚調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

三枚洲

葛西沖人工渚

凡例

0 1 2 3 4 5
km

：採取調査（7地点：St.5､16､18､19､25､②､④）

＜水生動物（魚卵・稚仔魚）監視調査＞

St.②

St.④

St.5

St.16

St.18

St.25

St.19

： 事業実施区域
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魚介類調査位置

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

凡例

：事業実施区域 0 1 2 3 4 5
km

注:底びきは網を2ﾉｯﾄで30分間ひくこととし、
　 St.2はこの地点を基点として現空港のＣ滑
   走路と平行方向に、St.15はこの地点を基
   点として計画滑走路と平行方向にひくこと
   とする。

：底曳網調査（3地点：St.2､15､25）
：刺網調査　（3地点：St.i､j､Ⅲ）
：投網調査　（2地点：St.④､⑥）

＜水生動物（魚介類）監視調査＞

St.④

St.2

St.⑥

St.25

St.15

St.Ⅲ

St.j

St.i
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付着動物調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

St.h

0 1 2 3 4 5
km

凡例 ：採取調査（1地点：St.h）

＜水生動物（付着動物）監視調査＞

： 事業実施区域
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鳥類調査地点

： 定点観察 （昼夜間）（5地点 ： St.1､2､3､4､ 5）

＜陸生動物（鳥類 ）監視調査＞

お 台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（ 海ほたる）

風の塔

0 1 2 3 4 5
km

凡例

St.2

St.4

St.1

St.5

： 事業実施区域

St.3
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植物プランクトン調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

三枚洲

葛西沖人工渚

凡例

0 1 2 3 4 5
km

：採取調査（7地点：St.5､16､18､19､25､②､④）

＜水生植物（植物プランクトン監視）調査＞

St.②

St.④

St.5

St.16

St.18

St.25

St.19

： 事業実施区域
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付着植物調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

St.h

0 1 2 3 4 5
km

凡例 ：採取調査（1地点：St.h）

＜水生植物（付着植物）監視調査＞

： 事業実施区域
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塩沼植物群落等調査地点

： 調査範囲 （ 多摩川河口干潟 ）

＜陸生植物（塩沼植物群落） 監視調査＞

お 台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾 ｱｸｱﾗｲﾝ
（ 海 ほたる ）

風の塔

0 1 2 3 4 5
km

凡例

： 事業実施区域

多摩川河口干潟
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生態系調査地点

＜生態系（水質、底質、地形、水生動物、陸生動物、陸生植物）監視調査＞

多摩川河口干潟

：多摩川河口干潟調査
　・水質2地点、底質11地点、地形測量2ﾗｲﾝ、水生動物(幼稚魚)2地点
　・水生動物(底生生物)11地点、ｺｰﾄﾞﾗｰﾄ2ﾗｲﾝ、広域観察
　・陸生動物(哺乳類､両生類･爬虫類)目視観察3地点
　・陸生動物(昆虫類)：目視観察3地点､ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ2地点､ﾍﾞｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ3地点
　・陸生動物(鳥類)：定点2地点、ﾗｲﾝ観察1ﾗｲﾝ
　・陸生植物は塩沼植物群落調査と兼ねる

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

凡例

0 1 2 3 4 5
km

事業実施区域
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暗環境調査地点

お台場海浜公園

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ
（海ほたる）

風の塔

0 1 2 3 4 5
km

凡例

＜暗環境（水質、底質、底生生物、付着生物、水中照度）監視調査＞

：新設滑走路桟橋構造部分（暗環境）

事業実施区域

・水　　質　3地点
・底　　質　3地点
・付着生物　3地点
・水中照度　3地点
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景観の調査位置

風の塔

東京湾 ｱｸｱﾗｲﾝ

＜監視調査 （ 景観）＞

： 景観 （ 9地点 ）

：

城南島海浜公園

凡例

0 1 2 3 4 5

km

川崎 マリエン

浮島つり園

浮島町公園

羽田空港第2旅客

ターミナルビル

多摩川河口部
（ 4地点 ）

①

②

⑤

⑧
⑨

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

：事業実施区域

京浜島つばさ 公園

⑥

④ ③

⑦

(海ほたる）
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人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置

 

東京都

川崎市

浦安市

羽田空港
多摩川

隅田川

荒川 中川 旧江戸川

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ

（ 海ほたる）

城南島
海浜公園

若洲海浜公園

　　　　： 人と 自然との触れ合い 活動の場に関する 現地調査地点
凡例

0 1 2 3 4 5
km

浮島つり園・浮島町公園

葛西海浜公園

多摩川河口

： 事業実施区域

の

＜監視調査 （ 人と自然との触れ合いの活動の場 ）＞
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電波障害の現地調査地点

凡例

調査地点（20 地域、46 地点）

送信所（東京タワー）

凡例

03.久留里

06.鶴舞

DA15

DA24

DA26

DA18

DA13

DA25

DA04

DA43

DA41DA42

02.君津

01.木更津

09.五井

12.浦安

10.西船橋

11.一之江

08.穴守稲荷

07.川崎大師

東京タワー
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